
 
 
 
 
  

第２章 良好な景観の形成に関する方針 (景観法第８条第３項関係) 

 
景観条例第１条の目的では、「本市における良好な景観の形成を推進するため、景観法の施行に関し

必要な事項を定めるとともに、美しい茂原の景観の創出に寄与することを目的とする。」としています。 
 また、同条例第３条の基本理念では、「市民、事業者及び市は、次の各号に掲げる理念に基づき、美

しい茂原景観形成を推進するものとする。（１）河川、公園、里山、田園等の自然環境を尊重するとと

もに、緑が豊かな自然景観の形成を図ること。（２）社寺等の歴史的文化的遺産及び地域の文化を踏ま

えた景観形成を図ること。（３）市民、事業者及び市の協働による着実な活動を積み重ねながら景観形

成を図ること。（４）市民一人ひとりが主体となって、世代を超えて受け継ぐことができる景観形成を

図ること。（５）周辺環境との調和に配慮し、四季折々の魅力のある景観形成を図ること。」としていま

す。 
 景観条例に規定された目的、基本理念や茂原市総合計画の基本理念、将来都市像、茂原市都市計画マ

スタープランのキャッチフレーズ等や特性と課題で出された意見を参考にして、「茂原市都市計画マス

タープラン推進市民会議」で検討し、提案されたものを本計画の基本理念、基本目標、取り組み方針と

して定めます。 
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 本市のまちなみを美しいものとするため、また、田園などふるさとの水と緑の風景を守る 
とともに、歴史的・文化的景観を活かしつつ、茂原の風土が育まれ、良好な景観が形成され 
るよう景観計画区域は、市全域とします。 
  

 区  域 面  積 

景観計画区域 市 全 域 １００ ０１㎢ 

  

第１章 景観計画の区域 (景観法第８条第２項第１号関係) 

１ 景観計画区域 
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